
（18）

市
営
住
宅
（
幸
団
地
）

入

居

者

募

集

　

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
つ
ぎ
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

所
在
地　

中
３
‐
５
‐
32

戸
数　

２
Ｋ
／
２
戸（
２
階
・
４
階
）

入
居
資
格　

①
市
内
在
住
、
在
勤　

②

　

同
居
す
る
親
族
が
い
る　

③
月
収
15

　

万
８
０
０
０
円
以
下　

④
税
金
の
滞

　

納
が
な
い　

⑤
暴
力
団
員
で
は
な
い

※
現
在
自
己
所
有
住
宅
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住

　

宅
、
県
営
住
宅
に
居
住
の
人
は
応
募

　

で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸

　

住
宅
な
ど
に
お
住
ま
い
の
人
は
、
申

　

込
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書（
建
築
指
導
課
で
配
布
）に
必

　

要
事
項
を
記
入
し
提
出
、
随
時
募
集

　

の
た
め
入
居
者
が
決
ま
り
次
第
終
了

　

と
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
５
７

　

３
・
（
43
）７
６
５
６

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

９
月
３
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

　

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

（
公
社
）
埼
玉
県
宅
地
建
物

　

候
補
者
に
つ
き
３
人
ま
で
。

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会　

内
線
５

　

１
２
・
（
44
）０
４
８
５

市
民
ま
つ
り
イ
ベ
ン
ト

出

場

者

募

集

　

市
民
ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
る
た
め

に
、
ス
ト
リ
ー
ト
会
場（
路
上
）で
の
発

表
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

子
ど
も
、
学
生
が
参
加
し
て
い

　

る
市
内
の
団
体

内
容　

ダ
ン
ス
や
楽
器
演
奏
な
ど
、
道

　

路
上
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス（
一
団

　

体
15
分
程
度
）

申
込
み　

８
月
30
日（
金
）ま
で
に
、
指

　

定
の
申
込
書
に
記
入
の
上
、
商
工
観

　

光
課
窓
口
へ

※
選
考
後
、
申
込
み
代
表
者
に
連
絡
し

　

ま
す
。

※
市
民
ま
つ
り
は
、
11
月
10
日（
日
）。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

商
工
観
光
課　

内
線
５
９
３

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

共

通

試

験

受
験
資
格　

①
高
等
学
校
の
土
木
工
学

　

科
ま
た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を

　

修
了
し
て
卒
業
し
た
人

　

②
高
等
学
校
を
卒
業
し
、
排
水
設
備

　

工
事
な
ど
の
設
計
ま
た
は
施
工
に
関

　

し
１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る

　

人

　

取
引
業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１

　

５
７

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

９
月
３
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

　

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎

　
（
34
）３
３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸

　

手
支
部
☎（
59
）３
８
１
２
、（
一
社
）

　

埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸
手
部

　

会
☎（
48
）０
８
７
５

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
の

お

知

ら

せ

　

つ
ぎ
の
と
お
り
、
幸
手
市
長
選
挙
の

投
票
日
が
決
定
し
ま
し
た
。

投
票
日　
　

10
月
27
日（
日
）

告
示
日　
　

10
月
20
日（
日
）

▼
幸
手
市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者説

明
会

　

幸
手
市
長
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

９
月
27
日（
金
）午
後
１
時
30
分

　

か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室

内
容　

立
候
補
の
手
続
き
な
ど

※
出
席
は
、
立
候
補
予
定
者
を
含
め
一

　

③
排
水
設
備
工
事
な
ど
の
設
計
ま
た

　

は
施
工
に
関
し
、
２
年
以
上
の
実
務

　

経
験
を
有
す
る
人

　

④
①
～
③
に
準
ず
る
人

試
験
日　

11
月
24
日（
日
）

試
験
会
場　

埼
玉
工
業
大
学（
深
谷
市
）

受
付　

８
月
19
日（
月
）
～
９
月
27
日

　

（
金
）ま
で
に
郵
送（
必
着
）

※
受
験
案
内
は
８
月
19
日（
月
）か
ら
下

　

水
道
課（
幸
手
市
大
字
平
野
９
２
３
）

　

に
て
配
布
。

受
験
料　

１
万
円

問
合
せ　

下
水
道
課
☎（
47
）３
３
４
０

業
務
用
は
か
り
定
期
検
査

　

こ
の
検
査
は
計
量
法
第
19
条
に
規
定

さ
れ
、隔
年
で
実
施
し
て
い
る
も
の
で
、

計
量
器
を
取
引
・
証
明
の
用
途
で
使
用

し
て
い
る
事
業
者
は
受
検
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

と
き　

９
月
24
日（
火
）、
25
日（
水
）午

　

前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
３
時

と
こ
ろ　

市
役
所
駐
車
場

対
象　

ひ
ょ
う
量
２
５
０
㎏
以
下
の
機

　

械
式
は
か
り

持
ち
物　

は
か
り（
分
銅
・
お
も
り
を

　

含
む
）、
検
査
手
数
料

※
電
気
式
は
か
り
や
、
ひ
ょ
う
量
２
５

　

０
㎏
を
超
え
る
機
械
式
は
か
り
は
、

　

巡
回
検
査
を
行
い
ま
す
の
で
対
象
外

　

で
す
。

問
合
せ　

埼
玉
県
計
量
検
定
所
☎
０
４

　

８（
６
５
２
）２
１
７
１
、
商
工
観
光

　

課　

内
線
５
９
４

交

通

遺

児

等

援

護

一

時

金

給

付

制

度

対
象　

平
成
30
年
４
月
１
日
以
降
、
交

　

通
遺
児
等
と
な
っ
た
県
内
在
住
で
18

　

歳
以
下
の
人

給
付
額　

10
万
円（
１
人
１
回
の
み
）

給
付
時
期　

①
11
月　

②
令
和
２
年
５
月

申
請
方
法　

〒
３
３
０
‐
０
０
６
３
さ

　

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
２
‐
６
‐
18

　

み
ず
ほ
信
託
銀
行
浦
和
支
店
に
郵
送

　

ま
た
は
直
接
持
参

申
請
書　

市
役
所
危
機
管
理
防
災
課
、

　

指
導
課
ま
た
は
、
ウ
ェ
ル
ス
幸
手
社

　

会
福
祉
課
、
こ
ど
も
支
援
課
で
配
布

申
請
期
限　

①
８
月
30
日（
金
）　

②
令

　

和
２
年
２
月
28
日（
金
）

問
合
せ　

埼
玉
県
防
犯
・
交
通
安
全
課

　

☎
０
４
８（
８
３
０
）２
９
５
８

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

８
月
20
日（
火
）
午
後
１
時
30

　

分
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２

　

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

　

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

　

農
地
転
用
、
交
通
事
故
示
談
、
外
国

　

人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

　

支
部
☎
０
４
８（
８
１
２
）５
０
９
２

※
年
齢
な
ど
の
要
件
あ
り
。

受
付　

８
月
15
日（
木
）ま
で

　

持
参
／
庶
務
課（
土
曜
、
日
曜
、
祝

　

日
を
除
く
）　

郵
送
／
期
間
内
消
印

　

有
効（
簡
易
書
留
）

試
験
日　

１
次
試
験
／
９
月
22
日（
日
）

※
２
次
試
験
に
つ
い
て
は
後
日
連
絡
。

※
受
験
案
内
、
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
お
よ
び
庶
務
課
窓
口
で
配
布
。

問
合
せ　

庶
務
課　

内
線
２
３
２

統
計
調
査
に
ご
協
力
を

▼
全
国
家
計
構
造
調
査（
基
本
調
査
）

　

総
務
省
で
は
、
10
月
～
11
月
に
か

け
、
全
国
家
計
構
造
調
査
を
実
施
し

ま
す
。
こ
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
デ
ー

タ
は
、
福
祉
行
政
な
ど
の
施
策
に
利

用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
地
区
に
は
８
月
か
ら
、
ま
た

対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、
９
月
中

旬
か
ら
再
度
、
統
計
調
査
員
が
伺
い

ま
す
。

◎「
か
た
り
調
査
」に
ご
注
意
を
！

　

こ
の
調
査
を
装
っ
た
不
審
な
訪
問
者

や
不
審
な
電
話
、
電
子
メ
ー
ル
な
ど
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
調
査
員
は
必
ず
調

査
員
証
を
着
用
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

庶
務
課　

内
線
２
３
６

▼
労
働
力
調
査

　

総
務
省
で
は
、
我
が
国
の
就
業
・
不

就
業
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

毎
月
労
働
力
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
統

計
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。

問
合
せ　

埼
玉
県
統
計
課
☎
０
４
８

　

（
８
３
０
）２
３
１
４

環

境

課

か

ら

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
て
い
な
い
飼
い
主
の
人
へ

　

犬
の
飼
い
主
は
、
狂
犬
病
予
防
法
に
よ

り
、
飼
い
犬
に
毎
年
１
回
狂
犬
病
予
防
注

射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
て
い
な

い
飼
い
主
の
人（
平
成
31
年
３
月
２
日

以
降
に
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
た
人
は

除
く
）
は
、
個
別
に
動
物
病
院
で
予
防

注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
動
物
病
院
で
注
射
済
票
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
人
お
よ
び
、
老
齢

ま
た
は
病
気
な
ど
の
理
由
に
よ
り
予
防

注
射
の
猶
予
を
受
け
た
飼
い
主
の
人

は
、
環
境
課
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
飼
い
犬
が
死
亡
、
譲
渡
な
ど
で

既
に
い
な
い
場
合
も
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

彩
の
国
埼
玉
環
境
大
賞

候

補

者

募

集

　

環
境
保
全
の
意
識
醸
成
お
よ
び
行
動

促
進
を
図
る
た
め
、
ほ
か
の
模
範
と
な

る
優
れ
た
環
境
保
全
の
取
組
を
行
う
個

人
、
県
民
団
体
お
よ
び
事
業
者
を
埼
玉

県
知
事
が
表
彰
し
ま
す
。

応
募
資
格　

県
内
で
活
動
す
る
団
体
、

　

事
業
者
、
個
人（
自
薦
、
他
薦
は
問

　

い
ま
せ
ん
）

応
募
方
法　

詳
細
を
埼
玉
県
環
境
政
策

　

課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
の
上
、

　

10
月
４
日（
金
）ま
で
に
県
環
境
政
策

　

課
へ
応
募

問
合
せ　

埼
玉
県
環
境
政
策
課
☎
０
４

　

８（
８
３
０
）３
０
１
９

社

会

福

祉

課

か

ら

▼
新
し
い
民
生
委
員
の
紹
介

　

７
月
１
日
付
け
で
、
つ
ぎ
の
人
が
民

生
委
員
・
児
童
委
員
に
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す（
敬
称
略
）。

氏
名　

髙
橋
靜
江　

☎（
42
）２
６
９
７

担
当
区
域　

西
２
丁
目
・
大
字
幸
手
の

　

一
部

氏
名　

石
黒
孝
一　

☎（
42
）８
５
３
４

担
当
区
域　

栄
２
番
８
～
14

氏
名　

大
倉
勝
代　

☎（
42
）２
１
０
１

担
当
区
域　

栄
５
番
１
～
６

氏
名　

小
谷
和
子　

☎（
48
）１
３
９
０

担
当
区
域　

中
瀬
・
高
須
賀
本
田
・
高

　

須
賀
新
田
･
六
軒
・
下
宇
和
田

▼
ウ
ェ
ル
ス
幸
手「
天
神
の
湯
」臨
時
休
館

　

８
月
24
日（
土
）午
前
中
は
、
幸
手
市

戦
没
者
追
悼
式（
本
紙
10
ペ
ー
ジ
）開
催

の
た
め
、天
神
の
湯
を
臨
時
休
館
と
し
、

正
午
か
ら
営
業
し
ま
す
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
・
（
43
）５
６
０
０

今

月

の

納

税

な

ど

市
・
県
民
税　
　
　
　
　
　
　

第
２
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
２
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
２
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
２
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高

　

不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

８
月
25
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

８
月
13
日（
火
）午
後
５
時
15
分
～

　

９
時

と
こ
ろ　

納
税
課

市

役

所

休

日

開

庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）、
市
役
所
の
一
部
を

開
庁
し
ま
す
。８
月
は
25
日（
日
）で
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

　

税
務
課
、
納
税
課

■
６
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
１
７
９
件（
交
通
事
故
17
件
、
急
病
１
１
５
件
、
そ
の
ほ
か
47
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
０
件

　
火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

☎
（18）

上
下
水
道
料
金
納
入
の

た

め

夜

間

窓

口

開

庁

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
８
月
は

29
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５   

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

（19）

幸

手

市

職

員

募

集

採
用
予
定
人
数
（
令
和
２
年
１
月
１
日
付
）

・
一
般
事
務（
民
間
企
業
等
職
務
経
験

　

者
）
／
２
人

・
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
人（
民
間

　

企
業
等
職
務
経
験
者
）
／
１
人

採
用
予
定
人
数
（
令
和
２
年
４
月
１
日
付
）

・
一
般
事
務
／
５
人

・
一
般
事
務（
障
が
い
者
手
帳
の
交
付
を

　

受
け
て
い
る
人
）
／
１
人

・
土
木
／
１
人

・
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
人
（
資
格

　

取
得
見
込
の
人
含
む
）
／
１
人


